
                      

 
令和７年６月２５日 

高知河川国道事務所 

 

 

令和７年度 物部川・仁淀川水系安全利用推進連絡会の 

開催について 

～水難事故防止活動に係る意見交換を行います～ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本施策は、四国圏広域地方計画「No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力

向上プロジェクト」の取り組みに該当します。 

 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所  

電話 088-833-0111(代表) 

副所長（技術） 中岡
な か お か

 昭
あ き

浩
ひ ろ

 

●河川管理課長  山田
や ま だ

 和弘
かずひろ

  

         

●：主な問い合わせ先 

  「物部川・仁淀川水系安全利用推進連絡会」は物部川水系及び仁淀川水系に 

係る関係機関の連絡調整を図り、河川利用者の川の水難事故リスクの理解・危険 

回避能力の習得、河川利用者が安心・安全に利用できる河川空間の創出により水 

難事故の防止を図ることを目的に設置された連絡会です。 

  今年度においても河川利用が多い期間を迎えることから、各機関との連絡体 

制、水難事故防止の啓発活動等について確認、情報共有を行うため、下記日時で 

「令和７年度 物部川・仁淀川水系安全利用推進連絡会」を開催し、今後の水 

難事故防止活動に係る意見交換を行います。 

 

記 

 

     「令和７年度 物部川・仁淀川水系安全利用推進連絡会」 

開催日時：令和７年７月３日（木）１０：００～ 

開催場所：高知河川国道事務所 ４階会議室（WEB 会議併用） 
別紙１・２は、令和６年度の関係機関の取組内容一覧と当事務所の取組として報告する内容の一部です。 

【報道関係者様】 

  取材を希望される方は、別紙３に必要事項を記入の上、令和７年７月１日（火） 

１２時までに高知河川国道事務所までお申し込み下さい。 

                                                                  



別紙１
令和６年度　水難事故防止に関する取り組み状況

１．【高知河川国道事務所　河川管理課】

いの町波川で水難事故防止の啓発活動予定（チラシ配布）（７月２５日）

２．【高知県土木部河川課】

3．【高知県教育委員会事務局　学校安全対策課】

4．【高知県警察本部生活安全部地域課】

5．【南国警察署地域課】
項　　目 実　施　概　要

水難救助訓練 6月25日に香南市消防と合同で夜須町ヤシーパークで水難救助訓練実施

広報活動
南国署本署、各庁舎、駐在所で月1回広報紙を発行しており、夏期は水難事故防止
についての記事を載せて、各管内の世帯に配布

小学校低学年への水難事故防止チラシの配布
　水難事故防止チラシを県内の小学１・２年生（全員）に配布の上、夏休み中に水難
事故に遭わないための注意点について、家族で話し合いの機会をつくってもらい水
難事故の防止に対する意識向上を訴えた

水難防止パトロール（名称：仁淀ブルー・パトロール）出発式
　 ７月12日（金）いの町鹿敷「土佐和紙工芸村」駐車場
　 土佐市消防本部・仁淀消防組合消防本部等合同で広報啓発活動実施

水難を想定した訓練の実施
○　各署の海岸や河川等において、水難発生を想定した110番通報や早期
      臨場など初動警察活動にも配意した訓練を実施した
○　警察用船舶と連携した救助活動や各署に配備したアルミ舟艇の組み立
      て、ゴムボートによる機動力を生かした実践的な訓練を実施した
○　訓練の状況をテレビニュースで放映したり、新聞記事に掲載されること
      で、視聴者等への水難防止広報を実施する

水難防止意識の啓発

水難救助訓練等の実施

消防等関係機関との合同訓練の実施
○　警察、消防、県や市町村の関係機関等との合同訓練を実施した
○　各組織がそれぞれの活動を基に、捜索活動や救急搬送において連携
       した合同訓練を実施した

項　　目 実　施　概　要

各種広報活動の実施

ラジオ放送による水難事故防止広報
　 県本部地域課担当者が、５月27日（月）、7月22日(月)の２回、ＲＫＣラジオ
「県からのお知らせ」コーナーにおいて、アナウンサーと一問一答形式で水難
事故発生状況や水難事故防止の注意点等「子どもを水の事故から守ろう」と
いうテーマの水難事故防止広報を実施した

市町村広報紙、警察ミニ広報紙、交番・駐在所速報の発行
○　市町村発行の広報誌に「水難事故防止広報記事」の掲載を依頼した
○　交番・駐在所員作成の「ミニ広報紙」に水難事故防止記事を掲載した
○　発生時には「交番・駐在所速報」をタイムリーに発行し、住民に対して注
　　 意喚起を図った

水難事故防止のチラシ・ポスターの配布及び掲示
○　警察官が、管内の釣り具店・量販店等に対し、水難事故ポスターの配布
　　　及び掲示を実施

項　　目 実　施　概　要

水難事故防止に向けた取り組み
令和６年７月５日付け事務連絡「夏休みの期間における河川水難事故防止の普及
啓発についての協力願い」を市町村教育委員会、県立学校に送付

項　　目 実　施　概　要

水難事故防止に向けた取り組み
県のホームページのこうち防災情報に携帯電話からでもアクセスできるようにしてお
り、現在、県管理河川の２４３カ所の水位情報を提供している。

項　　目 実　施　概　要

水難事故防止に向けた取り組み

安全利用点検（４月１５日）
(５月のゴールデンウィーク前に河川利用施設の安全点検を実施)

７月１日から７月７日まで横断幕とのぼりを出張所庁舎に掲示

河川の危険箇所等を表示した「物部川ミニマップ」及び「仁淀川ミニマップ」の配付

河川巡視（夏休み期間中には河川利用施設を重点的に日々巡視）（８月）



6．【いの町】

7．【日高村】

8．【高知市消防局】

9．【南国市消防本部】

　　　〃　　 　： 終業式・学級活動　※「夏休みのくらし」指導（全校）
　　　　　　　　　　「夏休みのくらし」配付（家庭数）７月１９日（金）

能津小学校： 仁淀川放水に関するチラシによる児童・家庭への啓発（４月）

　　　〃　　　： 環境学習
　　　　　　（水生生物調査の際に講師より、川の危険性についても講話頂く）（５月）

　　　〃　　　： 着衣水泳（着衣時の水中体験と浮き方体験）（９月）

日高中学校： 浮力のところで、ペットボトルや呼吸を例に、緊急時でも体が浮く
　　　　　　　　  ことを伝える。（理科　３年）

水難救助訓練の実施

救命索発射銃取扱訓練（各消防署）

項　　目

（5～6月）
小・中学校の水泳授業開始前、教員に対し救急救命講習を実施

実　施　概　要

5月7日～9日
資器材取扱い及びボート取扱い訓練

（6～7月）
小学校からの依頼による着衣泳の講師派遣

5月7日
南国警察署との合同水難訓練

水難救助訓練（国分川）

水難事故防止に関する取組み

項　　目 実　施　概　要

潜水隊による潜水訓練（河川，海及びプールにて通年）

急流救助訓練（5/21，22，23　吉野川にて）

項　　目 実　施　概　要

水難事故防止に向けた取り組み

日下小学校： 防犯教室　※水難事故防止内容含む（全校）７月１６日（火）

　　　〃　　　： 水泳授業の最後の時間に着衣水泳を行う。
　　　　　　　　　（体育　各学年）（７月）

　　　〃　　　： 川や海での生徒だけの水泳禁止を伝える。
　　　　    　　　過去に死亡事故があったことも伝える。（集会・通信等）

水難救助訓練実施
仁淀消防組合、いの町消防団、日高村消防団合同で水難救助訓練をいの町波川で
実施を計画していたが、雨天のため中止（６月９日）

水難事故防止に関する取組

町内一部小中学校で着衣水泳訓練を実施（７月）

校長会で水難事故防止について説明（６月）　※別紙1

伊野地区全小中学校に水難事故啓発資料（～悲惨な水難事故を防ぐために～）を
配布（7月【夏休み前】）　※別紙２

長浜小学校プール事故（7/5）を受けて、7/8（月）臨時校長会を実施。
各学校でのプールでの安全確保についてグループワークを実施し、それぞれの取
組内容を共有

町広報誌へ水難事故の啓発記事を掲載（７月号、８月号）

いの町防災無線、防災・行政アプリで河川安全利用の啓発文を配信（７月20日）

項　　目 実　施　概　要



10．【香南市消防本部】

11．【香美市消防本部】

12．【土佐市消防本部】

水難事故防止に関する取り組み

６月　５日（水）　基本手技訓練

６月１８日（火）　溺者救助訓練

６月２４日（月）　ボート操船訓練

６月２５日（火）　南国警察署との水難救助合同訓練

水難事故防止に関する取組

水難救助訓練実施

高知県警察本部警備部機動隊潜水棟プールにて水難救助活動時の基本活動要領
習熟訓練を実施。
令和６年度実績（７月３日、４日、５日、訓練参加43名）

物部川（香北町西峰暁美橋周辺）にて水難救助活動要領の確認及び習熟訓練を実
施。
令和６年度実績（８月６日、７日、14日、訓練参加43名）

救急救命講習の講師派遣。
救命入門コース、普通救命講習及びその他講習を実施。

香美市内の学校からの依頼により着衣泳を実施。
令和６年度実績（４校、４日間、87名受講）

消防隊水難救助訓練

水難事故防止に向けた取り組み

項　　目 実　施　概　要

水難救助訓練

令和６年６月６日（木）に、仁淀川大橋上流右岸河川敷にて、土佐市消防署第二消
防隊が、ボートトレーラーの設定・けん引、舟艇操縦、 救助資機材取り扱い、 救命
索発射銃取り扱い、 入水による救助法（基本泳力の確認・潜水技術の確認・溺者搬
送等）、 ドローンによる捜索操縦訓練等を実施した。

令和６年７月１７日（水）に、土佐市消防署第一消防隊が、仁淀川大橋上流右岸河
川敷にて、ブラインド形式による水難救助訓練を実施した。

普通救命講習・応急手当講習等の実施。

救急救命講習

上記講習実施時に、物部川安全利用マップの紹介

項　　目 実　施　概　要

項　　目 実　施　概　要

水難事故防止に関する取り組み



13．【仁淀消防組合消防本部】

水難事故防止のための啓発活動に参加
　７/２５(木)　いの町波川　仁淀川　水難事故防止のチラシ配り
　高知河川国道事務所、土佐警察署、いの町役場、仁淀川清流保全推進協議会

水難事故防止に関する取り組み

項　　目 実　施　概　要

舟艇操舵訓練、急流救助訓練を実施
令和６年４月30日（火）・令和６年５月21日（火）・令和６年６月４日（火）

水難救助合同訓練(※雨天中止)
  6/9(日)　いの町波川　仁淀川　いの町消防団伊野方面隊、日高村消防団
  土佐警察署、高知市消防局潜水隊、高知県消防防災航空隊
  上記の訓練が中止となったため、令和6年9月27日（金）に、高知市消防局と水難
救助合同訓練を実施。

夏休み期間中、いの町防災行政無線を活用し、水難事故注意喚起の町内放送を実
施。

水難救助訓練



水難事故防止のための啓発活動（いの町波川）

近年の河川利用者が増加する中、危うく水難事故につながりかねない事
案等が多数発生していることから、夏休み中に啓発活動を実施。

１．日時 ：令和６年７月２５日（木） １１：００～
２．場所 ：波川公園駐車場（高知県吾川郡いの町）
３．参加機関 ：仁淀消防組合消防本部、土佐警察署、いの町役場、

仁淀川清流保全推進協議会

場所

活動内容説明 一般の河川利用者への啓発活動の様子

別紙２



国土交通省 四国地方整備局                               

  高知河川国道事務所 河川管理課 宛  

  

申込先：(E-mail) skr-kouchi52@mlit.go.jp 

  

令和７年度 物部川・仁淀川水系安全利用推進連絡会 

  
  

必要事項をご記入のうえ、７月 １日（火）12 時までにメールにてお申し込みください。  
   

貴 社 名  

     

  

  

連 絡 先  

T E L：            

E-mail：  

取 材 者 

（ 代 表 者 ） 

氏    名 

  

  

取材者人数  

  

                  

人 

  

連絡事項等  

  

  

  

  

 

 

別紙３ 


